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婦入部が元気に部員訪問

　
２
回
目
と
な
る
訪
問
活
動

を
行
い
、
役
員
会
で
は
「
天

気
も
良
く
な
っ
て
き
た
し
、

引
き
続
き
訪
問
を
進
め
よ
う

」
「
小
集
会
も
開
こ
う
」
と

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　
訪
問
活
動
を
終
え
た
役
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
感
想
を

出
し
合
い
ま
し
た
。

　
　
「
会
え
た
人
と
は
対
話
に
な
っ
て
、
私
た
ち
も

元
気
を
も
ら
っ
た
」
「
訪
問
先
が
多
く
て
ゆ
っ
く
り

対
話
が
で
き
な
か
っ
た
」
「
以
前
対
応
が
良
く
な
か

っ
た
所
も
、
今
回
は
笑
顔
で
接
し
て
く
れ
た
」
等
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

訪
問
・
可
る
と
元
気
に
な
る
ネ

　
成
田
副
部
長
が

訪
問
し
た
Ｎ
さ
ん

は
、
３
月
に
旭
川

民
商
か
ら
転
籍
し

て
き
た
方
で
「
民

商
に
入
っ
て
良
か

っ
た
。
出
来
る
事

が
あ
れ
ば
協
力
し

た
い
」
と
対
話
に

な
り
ま
し
た
。
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▲楽しく打ち合わせする役員の皆さん

齢応昌ぬ白総（店跨柘諭匹泳恰ぎ齢会惣

　連休明けから「『収支内訳書』が税務署から

送られてきたが、どうしたらいいのか？」との
問い合わせが多くの会員さんから来ています。

　　「収支内訳書」については提出しなくても罰

則はありません。第１０１国会でも「零細業者
に過大な負担を押し付けてはならない」と付帯

決議をおこなっています。

　収支内訳書については法制化されているもの

の、提出するかどうかは納税者本人が決めるこ
とであり、提出しないことでの罰則はありませ

ん。近年消費税調査のための売上を把握するた

めに、収支内訳書の提出を強要する動きがあり
ますが毅然と対応することが必要です。

　消費税の「控除対象仕入税額の計算表」に

ついても罰則規定はなく、提出しなくても申告

書そのものは有効と回答しています。

　また、区役所から「国民健康保険所得申告書
」（下図参照）も送付されて来ていますが、確

定申告を行っている方は提出する必要はありま
せん。

　支部・班などで全商連「自主計算パンフレッ

ト」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出

の有無や内容について話し合いましょう。

多くの会員に

送付されてき

ている､国民

健康保険所

得申告書

≒国民髄膜保険の所得=申告jに(
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酒
井
部
長
が
訪
問
し
た
部
員
に
「
婦
人
部
で
は
所
得
税
法
５

６
条
廃
止
の
署
名
や
、
実
態
調
査
ア
ン
ケ
ー
ト
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
ぜ
ひ
協
力
を
」
と
呼
び
か
け
る
と
「
署
名
と
ア
ン
ケ

ー
ト
は
書
い
て
提
出
し
ま
す
」
と
明
る
く
応
え
ま
し
た
。

・
釆
て
く
れ
て
嬉
し
い
と
喜
び
の
声
も

　
そ
の
う
ち
、
１
３
人
の
部
員
と
は
直
接
話
し
な
が
ら
、
全
商

運
婦
人
部
が
取
り
組
ん
で
い
る
「
業
者
婦
人
の
実
態
調
査
」
ア

ン
ケ
ー
ト
ヘ
の
協
力
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　
婦
人
部
は
１
５
日
、
部
員
訪
問
活
動
を
行
い
、
役
員
・
事
務

局
了
人
が
参
加
し
、
２
２
人
の
部
員
を
訪
問
し
ま
し
た
。

札幌市中央区

　　南１条西14丁目

TEL281 － 2808

FAX281－2832

ホームページ
　http://www.tyu-min.com

Eメール
　info@tyu-min.com

け
ま
す

ん
こ
、

１

心
か
ら
加
入
す
る
事
を
呼
び
か

　
共
済
会
は
５
月
の
北
商
運
共
済
会
総

会
、
６
月
の
全
商
運
共
済
会
総
会
に
向

け
て
拡
大
運
動
に
奮
闘
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
中
部
民
商
共
済
会
の
会
員
加

入
率
は
８
８
％
で
、
あ
と
１
１
人
が
加

入
す
る
と
９
０
％
に
到
達
し
ま
す
。

　
民
商
・
全
商
運
共
済
会
は
、
保
険
業

法
と
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
圧
力
の
中
、
制
度
の
存

続
と
加
入
者
を
守
る
た
め
に
た
た
か
っ

て
い
ま
す
。
政
府
・
財
界
・
ア
メ
リ
カ

資
本
の
攻
撃
の
矛
先
は
、
共
済
会
を
含

め
た
民
商
つ
ぶ
し
に
あ
り
ま
す
。

　
民
商
と
共
済
会
を
守
る
た
め
に
は
、

共
済
会
に
加
入
し
て
い
な
い
会
員
の
皆

さ
ん
が
、
民
商
共
済
会
に
加
入
す
る
事

で
す
。

　
民
商
と
共
済
金
を
守
る
た
め
に
も
、

ま
だ
加
入
さ
れ
て
い
な
い
会
員
の
皆
さ

東日本大震災募金振込先

北洋銀行東屯田支店（普）0591021

札幌中部民主商工会特別会計

会長横江泰介

＊震災発生から1年以上が過ぎました｡復

興･復旧にはまだまだ時間がかかります。

引き続き皆さんのご協力をお願いします

　会費の納入について

　民商は会員の皆さんが納
める会費と、商工新聞代の
みで運営しています。

　会費納入にご協力をお願
いします（事務所に届けて
頂けると助かります）。
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